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Abstract: 

Historical landscapes based upon the concept of "embraced enclosure (inclusive protection)" still remain in Okinawa 
from the late thirties of the 18th century. They were designed along with newly planned villages formed by the Shuri 
royal government at that time. The "embracement enclosure" means an environmental condition in which a certain 
place (woodland, village or field) is surrounded by feng shui factors such as a landform, forest and wind and thus "Chi" 
(the wet and dry situation of air is stabilized in harmony) is sealed. Such peculiar landscapes were formed in the 
modern era of the Ryukyus. However, since most of them were destroyed by war and the construction of houses and 
roads, they can be seen currently only in limited areas. The prototypes of historical landscapes can be identified still in 
Imadomari, Nakijin village in the northern area of Okinawa Island, Bise in Motobu town, Tonaki Island, Tarama 
Island, Shiraho of the Yaeyama Islands, etc. 
 Fukugi trees thus formed with a historical meaning based upon landscape factors of "embraced enclosure" are being 
cut down easily by autonomous communities without the significance of their existence being considered as well, and 
so the trees are simply turning into bonsai-like garden trees. If the present state such as this continues, the historical 
heritage created by our ancestors' spending a lot of time and energy will vanish without people knowing the meaning 
of their existence.  

In this paper, three places, Uchima Udun in Nishihara town, Bise in Motobu town and Tonaki Island in Okinawa 
prefecture, are taken as examples; and the manner of preservation of Fukugi trees, not discussed mostly, is given 
thought through the analysis of preservation regulations established by each autonomous community, from the 
viewpoint of the Japanese Landscape Law. 

The first regulations that made a specific mention of the preservation of habitat-embracing Fukugi trees were 
"Tonaki Village historical landscape preservation regulations (September, 1999)." After that and the governmental 
establishment of "Landscape law (2004)," each autonomous community in the prefecture (Okinawa) drew up a 
"Landscape plan" wherein the basic policies such as "Landscape plan guidelines" and "Landscape regulations" to 
develop the plan concretely were indicated.  
 In terms of the preservation of habitat-embracing Fukugi trees through an overview of these "Landscape plan" and 
"Landscape regulations," two major problems could be pointed out. 
 One problem is that the regulatory system is created not by focusing on the properties of tree colonies but by looking 
at only a single tree, an element of village landscapes.     
 Regarding "Designation of tree of landscape importance," in "Okinawa prefectural landscape formation guidelines," 
trees such as "symbol tree of local area," "tree useful for landscape formation," or "tree familiar to local people," are 
considered to be designated, hopefully. It is explained that even a tree of landscape importance could be utilized for the 
preservation of an embracing forest of sacred place or habitat-embracing trees, but since only a single tree is accepted 
as a tree of landscape importance in principle, it shall be specified. In addition, "tree of landscape importance" should 
be located in a place where inhabitants can see it and be "a big tree with its trunk circumference more than 1m."  
Although this could include the possibility to enlarge the applicable scope "in principle," the prefectural "Landscape 
formation plan" has followed the idea regarding "a single tree."  
 However, since the habitat-embracing Fukugi trees consist of a variety of small or big trees, it is meaningful to 
preserve these trees as a group. For this reason, the idea of focusing on a certain big tree is just like "seeing a tree but 
not seeing a forest." The discussion based upon this specific idea seems to be far away from that of the original 
landscape preservation and must be said to be unworkable.   
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 The other is that such regulations do not form a system of law in which cutting down habitat-embracing Fukugi 
trees is controlled.  

Even though basic policies are stated in the regulations, cutting down habitat-embracing Fukugi trees is not 
stopped. Why is that?  Because definitely these regulations are not viable in actual work places of cutting. The 
background of this is based upon the strong idea of private ownership and thus the recognition of the village's common 
property passed down from ancestors is low. 

There is no system, by which cutting down trees for some personal reason is checked and guided, or advised if 
necessary, can be seen in the regulations. In the "Tree regulations" of Germany or other countries, there is a system by 
which the owner of a tree with a diameter bigger than a certain size cannot cut it down freely.  

When cutting down such trees, the owner reports it to the government, and experts of trees, the government and the 
owner get together at the cutting site to decide whether it is acceptable or not. If it is agreed, there is an evaluation of 
how to do it; such the decision-making system is provided. Once the decision is made, the owner has to follow it 
regardless of his or her own will. That is because social consensus formation (recognition of common property), which 
is to prioritize the preservation of landscapes desired for the whole area even if individual private rights are sacrificed, 
has been formed.  

In the Japanese "Landscape regulations," the stakeholder system to give instruction to people regarding regional 
consensus formation and the knowhow of cutting trees for the landscape preservation, in particular by looking into 
individually owned habitat-embracing Fukugi trees in Okinawa, cannot be found, regrettably. The concept is good but 
not functional in the reality.  
 The habitat-embracing Fukugi trees, created by our ancestors under strict legal regulation in the Ryukyu Kingdom 
era, is one aspect of historical landscapes in Okinawa. At that time Fukugi trees were called "inclusive protection for 
dwellings." Related to other "inclusive protection for beaches (tide fences) and villages," it had an important role to 
protect livelihood infrastructures like villages, farmlands, etc. from north winds in winter or typhoons. Nowadays, 
some of the habitat-embracing Fukugi trees have been passed down as protection forests.  

On the other hand, others have disappeared without being asked their historical and existent meaning under the 
present circumstances.  In order to regenerate them by asking their existential meaning, there is no other way but to 
amend the contents of current "Landscape regulations" so that they can be viable at actual site levels. 
Key word: Habitat-embracing Fukugi trees, Landscape regulations, preservation of historical landscapes 

 
 

はじめに 
 

沖縄には 18 世紀の 30 年代後半以降、首里王府による計画

村落の新設と同時に形成された「抱護」の歴史景観が、今で

も残されている。しかしそれらの多くは、戦争や戦後の家屋

建築や道路建設などで伐採・破壊され、現在、ごく一部の地

域でしか見ることができない。沖縄本島北部の今帰仁村今泊、

本部町の備瀬、渡名喜島、多良間島、八重山諸島の白保、波

照間島などには、その歴史的景観の原型が今でも確認できる。 

琉球王朝時代に確立された「抱護」には、「屋敷抱護」・「浜

抱護」（地域レベルで「潮垣」＝すがき、と呼ばれるもの）、

「村抱護」、「間切抱護」など、その配置場所によって、様々

な呼び方が存在する。その配置は、海岸域（「浜抱護」）から

村落（「屋敷抱護」・「村抱護」）、複数の村落（「間切抱護」）

にまたがり、地形と林帯（リュウキュウマツ・フクギなど）

を混交して、気（環境の乾湿度）を保全するように形成され

ている。その 大の目的は、冬の北風や台風から農地や村落

の気候環境を守ることにある。 

このような歴史的に形成された意味のある「抱護」の景観

が、その存在意義を問われることもなく、現在、安易に各地

で自治体などによって伐採され、単なる盆栽型の庭木に変質

させられつつある。今のような状況が続くなら、折角、先人

たちが相当の労力を駆使して作り上げた歴史遺産が、その存

在意味も知られることもなく、消滅していくことだろう。 

 

 
既に、その兆候が県内各地で起こりつつある。以下、その

主要な事例を取り上げ、その原因と保全のあり方について、

「景観法」との関連で考察してみよう、と思う。 

なお、本文で事例として取り上げる所は、西原町内間御殿、

本部町備瀬、渡名喜島の 3 箇所で、それぞれの位置は、図 1

に示す通りである。 
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第１節 西原町内間御殿のフクギ林伐採問題 
 

１．内間御殿の概要 

 内間御殿は西原町字嘉手苅の上之松に所在し、2011 年（平

23）2 月 7 日に国の史跡に指定されている。この土地の総面

積は 5,162 ㎡である（図 2 参照）。内間御殿は金丸（後の尚

円王）が内間の領主のとき、1454 年から 1470 年の 16 年間

に居住していた場所だと言われている。 

 

 
 敷地内には、独特の石積み（石垣の頂が両傾面の凸形の円

い構造）の東江御殿と西江御殿の他に、拝所や井戸などの史

跡が散在する。現在、この地域は聖域化していて、関係する

人々が神拝みをする場所にもなっている。 

これらの史跡を囲むようにフクギが植栽されている。フク

ギの巨木は西江御殿や東江御殿に集中して林立し、屋敷を取

り囲むように植えられている。東江御殿のフクギは、屋敷を

囲む石垣の内側に沿って、列状に植えられている。このよう

な植え方は、1730 年代後半以降、琉球国内で形成されてい

く網目状計画村落の形態に類似したものである。 

内間御殿は 1738 年、尚敬王の時代に、東殿の竹垣が石灰

岩の切石積みに改装されている。現在、残されているフクギ

巨木の推定樹齢から、このころにフクギの屋敷林も植栽され

始めたもの、と考えている。 

 
２．内間御殿のフクギ林の調査結果 

2013 年 3 月、東江御殿、西江御殿、東江御殿周辺、井戸

周辺、西江御殿周辺の 5 つの地区に分けて、各地区の 1m 以

上のフクギの毎木測定を行った。その結果、以下の事実が明

らかとなった。 

 第 1 は、5 つの地区のフクギ樹木の年代がそれぞれ違って

いることである。 

 5 つの地区で も太い幹のフクギが見られるのは、西江御

殿の場所である。ここには 3 本のフクギ巨木があるが、その

幹の DBH から 294 年（1718 年頃の植栽）、300 年（1712

年頃植栽）、350 年（1662 年頃植栽）と推定できる。 

 西江御殿の次に も古い年代のフクギが出現する所が東

江御殿である。ここでは 294 年（1718 年頃の植栽）のフク

ギ巨木が 1 本だけ確認できる。 

 その他の場所での も古い年代のフクギは、東江御殿周辺

が 230 年（1782 年頃植栽）、井戸周辺が 208 年（1804 年頃

植栽）、西江御殿後方が 209 年（1803 年頃植栽）となってい

る。 

 以上の事実から、古い年代のフクギが、西江御殿→東江御

殿→東江御殿周辺→井戸周辺・西江御殿後方の順に、存在す

ることが認められる。そして内間御殿におけるフクギ樹木の

存在が 1700 年代初頭まで遡ることが、西江御殿の事例から

推定できる。 

 第 2 は、全ての地区で、1730 年代中頃以降、フクギ林が

計画的に列状植栽されている事実が読み取れることである。 

 東江御殿には、合体木（2 本）を除いて、合計 28 本のフク

ギが存在する。その中に 200 年以上のフクギ巨木が合計 5 本

ある。それらを樹齢の高い順に並べると、294 年、274 年、

256 年、208 年、200 年となる。294 年（1718 年頃植栽か）

を除くと、その他は 1737 年以降に植栽されたものと推定で

きる。 

 次に西江御殿には、合計 21 本のフクギがある。その中の

294 年、300 年、350 年の 3 本のフクギを除くと、その他の

樹木は 255 年以下である。その年代を遡ると 1757 年に行き

着くので、それ以降に多くのフクギが植栽されたと推定でき

る。 

 その他、東江御殿周辺（1782 年以降植栽）、西江御殿後方

（1803 年以降植栽）、井戸周辺（1804 年以降植栽）の事例

から、1730 年代後半以降が内間御殿におけるフクギ林植栽

の歴史的エポックになっていることがわかる。 

 1730 年代中期以降というのは、琉球王国全体でみると、

フクギ屋敷林を中心とした植栽運動が、大々的に実施されて

いった時代である。この時期に造成されたフクギ屋敷林や村

抱護（風水環境を保全するための村を取り囲む林帯）は、本

部町の備瀬村落、渡名喜島、多良間島、今帰仁村の今泊村落

などで、既に確認されている。蔡温をリーダーとした王府の

このフクギ林造成事業が、網目状村落の形成や農村の土地改

革などとセットで実施されていたことは、歴史事実として、

これまでの研究成果から確認できる。 

 これらの歴史動向の中で、内間御殿のフクギ林も造成され

ていった、と推察できる。その根拠は、1730 年代中期以降

に計画的に列状に植栽されたとみられるフクギ樹木の数が

多いことである。 

『球陽』（巻九、尚貞王 38 年）によれば、西原間切の農民

が尚円王を追慕して、1706 年に新たに茅葺の神殿を建てた

という。このころには、フクギの数は少なく、西江御殿の周
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辺に散在していたであろう。それが尚敬王が 1737 年に西江

御殿の改修を命じたときから、フクギの植栽も計画的に進め

られていった、と考えられる。この時期に建物は瓦葺に改め

られ、屋敷の周辺には竹垣がめぐらされたという（『球陽』

巻十三、尚敬王 25 年）。さらに翌年の 1738 年には、東殿の

竹垣が石灰岩の切石積みに改造されている（名嘉、1983）。 

 
 ３．内間御殿のフクギ林伐採問題 

 2015 年 6 月下旬頃、県内のフクギ巨木調査で西原町にあ

る内間御殿を訪れた際に、推定樹齢 200 年以上のフクギの巨

木が、根元や幹の中途から切られている光景を目にして唖然

とした。すぐに町文化財係に問い合わせたところ、フクギの

根上がりで石垣の形が崩されているとの理由と、西側のフク

ギが台風時に倒れる危険があるとの周辺住民からの苦情な

どがあって、伐木・剪定を行っているという。 

 町文化課から入手したフクギ林の伐採計画図をみると、「

樹高約 2.6m の位置で剪定」するのが 5 本、「根元まで伐採」

するのが 12 本、「剪定」木が 34 本となっていて、そのほと

んどが東江御殿周辺のフクギ林に集中している。とくに東江

御殿の石垣内のフクギ巨木はすべて「剪定」の対象になって

いたのである。すでに東江御殿の北側にあるフクギ巨木 5 本

は、一部は根本（道路沿いの木）から、また他のフクギは 2.6m

の高さで伐採されている。東江御殿北側（石垣の外）の伐採

されたフクギは健全な木で、地上高 30cm の直径が 68cm（

推定樹齢 200 年）もあった。道路沿いの伐採木（推定樹齢

200 年）は根本から切られているが、その伐根をみると、一

部小さな空洞が見られるものの、今すぐに倒木の危険性があ

るとは考えにくい｡なぜこれらの木を切る必要があったのか、

その理由が明確でない。石垣破壊との関連も曖昧である。 

 現在の状況をみると、計画どおりに伐木・剪定が行われて

いて、かつての聖域の神々しい景観は消えてしまっている。

東江御殿内には数百年を越える巨木が林立していて、中には

南門口から入って右側角に雌雄が合体した貴重な巨木（地上

高 30cm の直径 91.4cm、DBH82.5cm、樹高 14.52m）が存

在するが、それも無残に枝葉が切り落とされている。このよ

うなやり方は、歴史文化景観の保存を定めた「文化財保護法

」（第 134 条）や景観法（第 28・29 条）の趣旨にも反する行

為ではなかろうか。 

 フクギが根上がりし石垣を壊しているため、それを防ぐた

めに伐採を行っているのが理由の１つに挙げられている。し

かし、フクギの根がどれだけ石垣に影響を与えているのか、

科学的に調べられた形跡はほとんどなく、ただ造園専門家（

整備委員の１人）の思い込み判断で伐採が進められているこ

とに驚きを禁じ得ない。また一部には、地震で壊れた石垣も

見られ、本当にフクギの根上りだけが主原因なのか、真相は

不明のままである。 

梢や枝葉を切られたフクギは、生き延びるために、枝葉が

左右に暴れ出し、その樹形を維持するために、根を広げてい

く。それを防ぐために定期的に枝葉を切ることになれば、そ

の木は盆栽化していく。そうなれば、かつての神々しい内間

御殿の景観は破壊され、単なる民家の盆栽景観に変わってい

くだろう。また切られたフクギの切り口からは、腐朽菌など

が入って、幹の空洞化や樹勢の劣化を促進する原因にもなる

だろう。 

 2013 年に我々が行った内間御殿の調査では、高さ１ｍ以

上のフクギは全部で 180 本あった。その内、東江御殿では

28 本、西江御殿では 21 本の巨木が確認できた。これらの中

には推定で 300 年のフクギ巨木もあるが、それらの多くは、

推定樹齢から 1730 年代後半以降に植栽されたものであるこ

とが分かった。尚敬王代の 1738 年に東殿の竹垣が石灰岩の

切石積みに改造されているので、それ以降にフクギも植栽さ

れたものと推定している。 

 なぜこのような歴史的な景観木を簡単に切るのだろうか。

問題の一つは、この事業の決定機関である整備委員会の構成

メンバーの在り方である。その中には、植物社会やフクギの

歴史を説明できる専門家が入っていない（伐採が問題化した

後、植物社会学の専門家を委員に入れている）。これでフク

ギを含めた植物の存在意味や石積みとの共存について、学術

的な議論ができるだろうか。 

内間御殿の植生は、県教育委員会の調査で、低地林として

の学術的価値が高いとされている。同御殿の植物相を調査し

た仲田栄二氏（植物社会学）は、貴重な常緑広葉樹の二次林

の植物自然の原型の保存を提言している。このような場所を

安易に切っていいのか。 

『沖縄県社寺・御嶽林調査報告書Ⅱ』（1977 年）・『西原町

・内間御殿の植物相と植生』（1999 年）によれば、高木層に

ハマイヌビワ、アカギ、キールンカンコノキ、ホルトノキ、

オオバギ、亜高木層にクスノハガシワ、フトモモ、モクタチ

バナ、クチナシ、タイワンウオクサギ、低木層にナガミボチ

ョウジ、モクタチバナ、リュウキュウチク、フクギ、ハナシ

ンボウギ、草本層にナガミボチョウジ、モクタチバナ、タブ

ノキなどが出現し、都会の中にあって低地林としての学術的

価値が非常に高いと指摘している。中にはハナシンボウギの

ような貴重種などもみられる。 

これらの植物種も一部刈り払われ、また東江御殿の東側の

アカギ・ガジュマルなどの巨木も石垣を壊す存在として切り

捨てられている。特に東江御殿の北側は石垣の修復のための

器材置き場になっていて、その場所で見られた貴重種のハナ

シンボウギは消えてしまっている。また東江御殿の東側一帯

は我々が調査した時点では、フクギの幼木が生育していて、

他の樹種（アカギなど）との混交林が成立していたが、今で

は人為的に破壊されて、かつての聖域の面影はもう見られな

い。一体これが、文化財を保護する立場の人がやる行為だろ

うか。 
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写真 1～12 は内間御殿の伐採前から伐採後の写真である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１．東江御殿の正面入り口（伐採前、2013 年 3 月、以下同）

注：拝殿の周辺はフクギ林で密閉されていた。 

写真２．東江御殿の拝殿（伐採前） 

注：周辺はフクギ林で密閉されていた。 

写真３．東江御殿の西側のフクギ林（伐採前） 

注：石垣の内側に列状に植えるのが一般的形態である。 

写真４．東江御殿拝殿後方東角のフクギ巨木（伐採前） 

注：中央の巨木は推定樹齢 294 年である。 

写真５．東江御殿正門右側のフクギ合体木（伐採前） 

写真６．東江御殿拝殿後方のフクギ林（伐採前） 

注：石垣の外側もフクギ林を主体とした植物で覆われていた。 
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４．「西原町景観計画」と「西原町景観まちづくり条例」

にみる景観の保全 

 2004 年（平成 16）6 月「景観法」が制定され、翌年の 4

月から施行されている。この法律の目的は「我が国の都市、

写真７.枝打ちされた東江御殿拝殿奥のフクギ林（伐採後） 

注：2015 年 6～7 月にかけて伐採されている。以下同じ。 

写真８．東江御殿拝殿西側の景観（伐採後） 

注：道路面に沿って切り揃えられている。 

写真９．東江御殿拝殿後方の景観（伐採後） 

注：自然に伸びた枝が盆栽型に切り揃えられている。 

写真右のフクギ（約 100 年生）は地上高 3ｍで切られている。 

写真１０．東江御殿の東側の破壊された景観 

注：かつてこの場所はフクギを主体とした森林が成立していた。 

写真１１．東江御殿入口前の景観（伐採後） 

注：右横のサワフジを保護するといって、枝が切り取られている。 

写真１２．東江御殿正門右横にある珍しい合体木（伐採後） 

注：左側が♀で右側が♂。学術的に貴重なフクギだが、 

上部の枝が切り取られている。 
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農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため」に、

「景観計画の策定」を行い、「美しく風格のある国土の形成、

潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある

地域社会の実現を図」ることによって、「国民生活の向上」・

「国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与する」と謳って

いる。 

 この条文の「基本理念」の中で、特に強調されていること

は、良好な景観を創出する「景観計画」を樹立し実行するこ

とによって、「地域の個性及び特色」を伸ばし、「観光の促進

」と「地域の活性化」を図り、そのために「地域の自然、歴

史、文化」の「整備及び保全を図」る､としている点である。

そして「景観計画」では、景観重要建造物の指定、景観重要

樹木の指定、景観重要公共施設の整備、景観農業振興地域整

備計画、などを大きな柱としている。 

これらの基本理念が、沖縄県内の各自治体の条例の中に、

どう生かされ実行されているのか。以下、この点について確

認しておきたい。 

沖縄県内では、現在、沖縄県を含め 29 の自治体が、この

法律に基づく「景観行政団体」となって、景観条例及び施行

規則を作成し公表している。 

 西原町は 2014 年（平 26）6 月に「景観行政団体」になり、

2016 年（平 28）3 月に「西原町景観計画」を策定し、それ

と同時に、2016 年度（平 28）に「西原町景観まちづくり条

例」を制定している。 

 「西原町景観計画ガイドラン」によれば、同地域は、6 つ

の地区（平野部市街地、集落農地緑地、台地部市街地、工業

、小波津川沿川、レクレーション）に分けられ、問題の内間

御殿は「平野部市街地地区」に一括して含まれている。 

 このガイドランの「平野部市街地地区」で、内間御殿のフ

クギ林に関連する「開発及びその他の行為に関する基準―木

竹の植林又は伐採」の項目を見ると、「敷地内に・・・地域

の景観を特徴付ける樹木等がある場合は、それらをできる限

り自然のままの状態で残すこと」、と立派なことが書いてあ

る。 

 ここで問題なのは、「地域の景観を特徴付ける樹木等」は、

「景観法」第 28 条で「景観重要樹木の指定」で規定されて

いるように、それは名木などのような単木が対象であって、

あるまとまりをもった樹木群としての取り扱い規定になっ

ていないことである。内間御殿の場合、幼木から巨木を含む

フクギ林の群体及び他の植物群落が大事であって、ただ単に

いくつかの巨木を抽出して、それを指定するやり方では、こ

の地域を保全する意味をなさないのである。 

「景観法」の基本理念では、「地域の自然、歴史、文化」

の「整備及び保全を図」る、としていながら、ここでは「地

域の自然、歴史、文化」の理念が実際に生かされていないの

である。この点は沖縄の「抱護」の保全を考える場合、非常

に大切なことであるが､この法律の実際の施行に当たっては、

とくに歴史風致保全地区の植生の面的な保全に関しては、こ

の法律では機能しえない仕組みになっているのである。 

 内間御殿のような歴史的に重要な場所は、「平野部市街地

地区」で一括りするのではなく、その中で「地域の自然、歴

史、文化」の特別地域として細工分し、それらの風致保全の

ための特別な指針（「自然・歴史・文化地域保全条例」のよ

うなもの）が示されて、初めてその保護・保全対策が法的に

完結する、と思う。今の状況では、内間御殿のフクギ林及び

植物群落の保全に関しては、法的には無防備の空白地帯にな

っている、と言わざるを得ない。 
 

第２節 本部町備瀬村落のフクギ屋敷林の 

伐採問題 
 
 1．本部町備瀬村落の概要 

 備瀬村落は沖縄本島北部の本部半島の突端に位置し、西側

は海に面し、南西から北西にかけて、海岸沿いに弓状に伸び

ている。村内の道路は東西と南北に網目状に区分され、各屋

敷はフクギ林で密閉されている。このフクギの景観は、我々

の調査結果から、18 世紀の半ば以降、首里王府の指導のもと、

計画的に造成された、と判断している。 

 村落の人口は約 500 人（2017 年 6 月現在）、うち約 30％

は 65 歳以上で、他地域に比べて、高齢人口の比率が相対的

に低い。住民の多くは、建設業・観光業・農業・漁業などに

関わっているが、とくに県内でも著名な観光地である海洋博

公園に隣接していることもあり、また「フクギの里」の知名

度の相乗効果もあって、村落のフクギ景観を散策する観光客

数も年々増え、それに関連する民宿・食堂などの観光業が活

況を呈している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１３．フクギに抱かれた備瀬村落全景  

注：2011 年 9 月撮影。 

写真１４．備瀬村落（本部町）の根神屋敷入口 

注：樹齢 242 年のフクギ巨木がある。2015 年 6 月撮影。 
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 2．備瀬村落フクギ樹木の伐採に関する要望書Ⅰ（2013 年

＝平 25、12 月 9 日付） 

 この要望書は、備瀬のフクギ林が伐採の危機に直面してい

るという地元住民からの依頼を受け、県内のフクギ林を 10

年以上にわたって調査してきた者として、その取扱い方につ

いて、慎重に対処すべきことを備瀬区長宛てに出した文書で

ある。 

用語や文末を修正し、以下、その原文を掲げておく。 

備瀬村落のフクギは、これまで我々が調べた結果、1737

年以降の蔡温時代に、村落内の神アシャギや根神屋の周辺か

ら造成されたことが、樹齢推定から明らかになっている。根

神屋の周辺には、いまでも 270 年を超すフクギの巨木が生え

ている。これらは村落の成り立ちや、琉球王朝時代の沖縄の

伝統村落景観を知る学術上貴重なものである。 

 数十年前から備瀬村落やその他の県内に残るフクギ屋敷林

を調査研究し、それを学術論文にまとめて、外国の学術誌に

掲載してきました。このようなフクギの屋敷林は、沖縄だけ

にしかなく、極めて学術上貴重なもので、外国の研究者から

も注目されている。沖縄県内では、このようなフクギ屋敷林

がほぼ完全な形で残されているのは、本部町備瀬、今帰仁村

今泊、渡名喜島、八重山諸島の波照間島などの地域のみであ

る。 

 備瀬のフクギ屋敷林は、先人が残してくれた生きた文化遺

産で、備瀬区民だけでなく、沖縄及び世界の宝である。今後、

森林ツーリズムや子供たちの環境教育にも活用できる観光

資源でもある。この貴重な文化遺産は、これまで備瀬区民が

苦労して守り育ててきたからこそ、残されたと思う。昔は区

民が一体となって、フクギの落ち葉取りや枝打ちなどをして、

定期的に手入れをして保全してきました。いまでは空屋敷が

増え、そこのフクギ林の管理も難しくなっている。 

今後、この貴重なフクギ屋敷林をどのように管理していく

べきか、備瀬区民だけでなく、沖縄県民にとっても、大事な

課題になっている。 

 今回、国の一括交付金で、備瀬区のフクギ屋敷林を伐採す

るということを知り、どのように伐採するのか、非常に心配

しているところである。人間が植えたものは、人間の手で管

理しなければ、さまざまな弊害がもたらされる。問題はその

切り方である。以下に、これまでわれわれが調査してきたこ

とを踏まえて、手入れの仕方の基準を示しておきたい、と思

う。参考にしていただければ、幸いに存じる次第である。 

① できるだけ今の景観を大きく変えないような手入れ

を行う。たとえば、現在観光コースになっているルー

トは、緑のトンネルを壊さないよう、必要 小限の抜

き切りを行う。 

② 伐採する木は、枯れ木、虫害木、障害木などに限定す

る。村落内のフクギ屋敷林で、風通しの悪い下層木は

抜き切りする。村落周辺の屋敷林で、とくに北側や海

岸沿いの木は、潮風害を防ぐために、できるだけ伐採

せず残す。 

③ フクギ樹木の上部の芯のところは、伐採しない。フク

ギの樹勢が衰えるためである。 

伐採した切り株、枝の切り口は、虫害を防ぐため、

防虫処理をする。 

④ 空屋敷のフクギ林は、樹木間の密閉した小木のみ抜き

切りし、大木はそのまま生かす。 

⑤ 根神屋周辺のフクギは、270 年以上の巨木が多く、神

木となっているため、その枝など、一切切らない方が

よい。 

⑥ 沖縄の街路樹の剪定でよく行われているような、盆栽

型に切られた景観にだけはしない。 

以上の点に配慮していただき、備瀬のフクギ屋敷林が、県

内外の人々に自慢できる沖縄の伝統村落景観の先進モデル

地域になることを期待している。 
 

 3．備瀬のフクギ屋敷林の伐採問題Ⅱ（2014 年＝平 26、3

月 23 日付「沖縄タイムス」論壇） 

昨年、備瀬のフクギ屋敷林に国の一括交付金が認められ、

その整備に向けて、事業計画が動き出そうとしている。 

本事業計画の骨子は、国の一括交付金（7,000 万円）を受

けて、約 15,000 本のフクギを対象に、危険木や枯死木など

を除去し、高さを 8m から 10m 程度に切りそろえる内容に

なっている。 

私がとくに問題視しているのは、立木の芯や枝葉を伐って

一律に高さや形を揃える、という事業計画になっている点に

ある。しかも伐採対象木の数が半端ではない。約 15,000 本

といえば、備瀬のすべてのフクギ林が含まれてしまうことに

なる。この数字は予算獲得のための見積もりで、実際の伐採

本数ではないというが、実際にどの木を切るかについては、

危険木や枯死木を除いて、その科学的な根拠は曖昧である。 

今年 2 月 17 日、備瀬公民館で地域住民を対象に説明会が

開かれ、それに私も呼ばれて、備瀬のフクギ屋敷林の歴史と、

その保全の在り方について話した。 

以前、我々が行った調査によれば、備瀬には、100 年生以

上のフクギ巨木が、1,076 本ある。そのうちの約 90％は、200

年生以下の木である。200 年生から 249 年生の木が 89 本、

250 年生以上の木が 18 本ある。 高樹齢の木は 288 年生で、

村落内の神アシャギや根神屋敷の周辺に群生している。これ

らのデータから、備瀬のフクギ屋敷林が、1737 年以降、蔡

温の三司官時代に計画的に造成され始め、その後、人口増加

写真１５．備瀬の村落内から海を望む景観 

注：2015 年 6 月撮影。 
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で周辺に拡大していったことが分かった。 

100 年生以上の屋敷林の樹高は、平均約 11m、 高樹高は

18m で、様々な高さの木で構成されている。このことは重要

な点である。樹高に凹凸があるということは、台風時に互い

に緩衝し合い、倒木の危険を回避している効果もある。また、

津波に対する減災や救命機能も高い。このことを考えないで、

すべて一律に高さを揃えることは、伐採された後の腐朽菌の

侵入問題や、また景観上から見てもマイナス効果が大きい。

伐採は危険木や枯死木などに限るべきである。 

備瀬のフクギ林は、沖縄の伝統村落景観を代表する歴史遺

産の一つである。このような景観は県外・国外でも見られな

い。先人達が残したこの歴史遺産を、後世に引き継いでいく

責務が我々にはある。伐採木の選定については、専門家によ

る科学的な調査を実施し、それに基づいて進めていただきた

い。 

 
 4．備瀬のフクギ屋敷林の伐採問題Ⅲ（2014 年＝平成 26、

10 月 4 日付「沖縄タイムス」論壇） 

備瀬のフクギ屋敷林の伐採計画やその取扱い方について

は、すでに今年 3 月 23 日付本紙論壇（「沖縄タイムス」紙）

で述べたところである。その事業計画に沿って本格的な伐採

が始まっているが、そのやり方があまりにも杜撰で、我々が

備瀬公民館での講演会で助言したことが、ほとんど生かされ

ていない。 

備瀬のある民家の屋敷周辺のフクギ林が、木の太さに関係

なく、地上 7～8m の高さから全て切り落とされ始めている

のである。その中には現場で測定した結果、 大 240 年にも

達する巨木もある。 

 なぜ、このような景観や樹木の生長を無視した乱暴な切り

方が行われているのか。現地で聞いた話をまとめると、問題

は 2 つあるように思う。 

1 つは、フクギ屋敷林は個人の所有物だから、個人の意思

で自由に切ることができるという発想である。 

 しかし、備瀬のフクギ屋敷林の歴史を遡ると、琉球王朝時

代の蔡温の三司官時代に、王府の政策のもと、備瀬の住民が

共同で植え育ててきたものである。その主な目的は暴風・潮

害・火災などから、家屋を守るためである。したがってその

機能性からみれば、フクギ屋敷林は個人の財産というより、

村落全体を守る共有財産とみるべきである。 

 村落の共有財産であるからこそ、その保全対策について、

公的資金が投下される意義もある｡もし個人の財産であって、

個人の自由裁量に委ねることができるという論法なら、個人

の所有物の伐採に公的資金が使われることになって、そのこ

と自体、公金の違法使用にならないだろうか。この点を一括

交付金を管轄する県や内閣府の担当者に確認していただき

たい。 

 2 つ目は、伐採業者による伐り方の技術的な問題である。 

 樹木の切り方には、樹形の全体像が変わらないようなやり

方がある。透伐というべきか、人間の髪の毛を透くような切

り方である。その場合、樹木の芯の部分は出来るだけ残し、

樹木にストレスがかからない枝打ちをする。今の切り方には、

そのノウハウが全く見られない。樹高の危険性だけが強調さ

れているが、過去に倒木による人身事故があったという話を

聞いた事がない。 

 今のようなやり方で、今後、備瀬のフクギ屋敷林が切られ

ていくとなれば、大変な歴史遺産の景観を失うことになりか

ねない。 

 一括交付金が問題の発端になっている。その使い道をもう

少し工夫できないか。例えば、伐採は危険木に限り、根上が

り木の根元の保全、石畳道や竹材による目隠の設置等、より

有効な活用の仕方があるはずである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１６．伐採されたフクギ屋敷林（備瀬） 

注：村落中央から西北側。2014 年 9 月撮影。 

写真１７．樹高 7ｍ付近から伐採されたフクギ（備瀬） 

注：写真１６の東側。2014 年 9 月撮影。 

写真１８．伐採され太陽に晒された景観 

注：写真 16 の北側。2014 年 9 月撮影。 
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 5．「本部町景観計画」と備瀬区のフクギ屋敷林の保全 

 2004 年（平成 16）6 月に制定された政府の「景観法」に

基づいて、本部町は 2010 年 9 月（平 22）に「景観行政団体」

となり、翌年の 3 月には「本部町景観計画」が策定され、そ

れを受けて、2011 年「本部町景観計画ガイドライン」・「本部

町景観条例」・「本部町景観条例施行規則」などが制定されて

いる。 

 本計画では、「地域の個性を活かした景観形成方針」の下

で、本町の景観を 10 箇所にゾーニング区分し、そのうち備

瀬区などは「伝統的集落地域」に類型区分されている。 

 この「伝統的集落地域」では、村落を 1 つの集合体として

とらえ、「フクギ並木の屋敷林、石垣や瓦屋根住宅等」及び

「集落内の細い道や周辺の農地等」が一体となって景観を形

成しているとの認識に立って、「フクギ並木、石垣、瓦屋根

住宅等、それぞれを重要な景観要素として保全していくとと

もに、新たな建築物や工作物等を建設する場合においては、

周辺の土地利用状況や建築の形態意匠、屋敷林等の配置を考

慮し、集合体の一部として調和するような配慮に努める」と

の景観形成方針を掲げている。 

この村落を形成する様々な景観要素を一体化してとらえ

る考え方は、備瀬区のようなフクギ屋敷林を主体とした景観

保全を考える場合、とても重要な理念であるが、それが具体

的な施策の中で、どのように生かされているのか、その内容

について、以下、吟味してみよう。 

 「本部町景観計画ガイドライン」には、「景観計画」に関

する具体的な「景観形成基準」などが示されているが、その

中で備瀬区の屋敷林に関しては、以下のような事が書かれて

いる。 

◎建築物の高さは、原則として軒の高さ 7 メートル以下と

すること。 

◎フクギ屋敷林等の樹木が周辺にある場合は、その高さを

超えないこと。 

◎既存のフクギ並木等の緑が形成する景観と調和するよ

う、できる限り勾配屋根とすること。 

◎屋根・外壁面の色彩については、極端な高彩度、低明度

を避け、フクギ並木等の緑と調和した色彩とすること。 

◎建築物を新築・建替えする際、その敷地内に良好な樹木

がある場合は、伐採しないこと。やむを得ずフクギを伐

採した場合には、それに代わるフクギを植えること。 

◎枯れたフクギや倒壊したフクギは伐採し、それに代わる

フクギを植えること。 

◎良好な景観を形成している既存のフクギ等の屋敷林及

び石垣は、保全・活用すること。 

◎新たに垣を設ける場合は、できる限りフクギ等の生垣と

すること。 

フクギ屋敷林の保全に関して、これらの条項の中には、一

定の「景観形成基準」は示されてはいるが、たとえば、家主

が実際にフクギ屋敷林を伐採する場合の手続き等について

は、家主の裁量に任されたままになっていて、それらの行為

を規制する法的根拠は明確ではないのである。つまり、フク

ギ屋敷林はあくまでも個人の所有財産という認識であって、

その処分は個人の財産権に基づく自由意志に任されている

のである。したがって「景観条例」にもとづく「景観形成基

準」は、フクギ屋敷林に限って言えば、あくまでも一定の基

準を示しただけのもので、何ら法的な規制や罰則を伴うもの

ではないのである。この点に「景観条例」の実行性の限界が

存在するのである。 
 

第３節 渡名喜村の「歴史的景観保存条例」・ 

   「景観計画」とフクギ屋敷林の保全 
 

１．渡名喜島の概要 

 同島は那覇の北西 58km の洋上に位置する。周囲 12.5km

の三日月形の小さな島である。島の北部には西森（標高

146m）、南部には義中山（137m）、大岳（179m）、大本田

（165m）、ヲム（151m）などの山々がそびえ、これらの南

部と北部の山岳地の間の砂丘地に村落が形成されている。 

 島の面積の 65％は森林・原野で占められ、耕地はわずか

2%（8ha）ほどしかない。そのため昔から漁業が島の経済を

支えてきた。現在でも沿岸漁業が島の産業を支えている。他

に民宿業などのサービス業が島の経済を補てんする。農業で

は主にモチキビ、ニンジンなどが栽培され、一部は販売され

るが、そのほとんどは自家消費用である。 

 2017 年 3 月末現在の総人口は 370 人（男性 201 人、女性

169 人、世帯数 212 戸）で、うち 65 歳以上が約 42％を占め

ている（村提供資料より）。 

 村落は網目状の道路で形成され、赤瓦の家並みがフクギの

屋敷林で囲まれていて、沖縄県内でも歴史的な村落景観が比

較的よく保存されている所である。そのため 2000 年（平 12）

5 月、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、お

よそ 100 棟の民家が国の保存地区に指定されている。これは

沖縄県内で八重山の竹富町に次いで 2 番目の指定となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．フクギ屋敷林の歴史 

 沖縄本島とその周辺離島で現在残されているフクギ屋敷

林を調査した結果、フクギ屋敷林の残存率が 50％以上の村落

は、沖縄本島では今帰仁村今泊と兼次、名護市稲嶺と汀間、

本部町の備瀬、離島では渡名喜島、伊是名島、久米島謝名堂

などで、その中でも残存率が 70％を越えているのは、渡名喜

島と本部町備瀬の 2 か所のみである。 

写真１９．フクギ林に囲まれた村落遠景（渡名喜島） 
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 これらの村落のフクギ屋敷林は、これまで調べたデータに

よると、18 世紀の 30 年代後半以降に植栽されたことが、樹

齢推定で分かっている。 

 渡名喜島で古いフクギ林は、村落の西側の外れに立ってい

る王朝時代の番所跡のフクギである。ここのフクギ巨木群は、

琉球王朝時代、農耕地と番所の境界になるように植えられた

といわれている。その巨木群の中で、 高樹齢は 216 年、215

年、211 年の 3 本である。216 年の樹齢の歴史を遡ると、1799

年ごろの植栽年に当たる。 
 

 
３．「渡名喜村歴史的景観保存条例」の内容と問題点 

 渡名喜村は先述したように、フクギの屋敷林で覆われた村

落景観、赤瓦の屋根葺きの木造建築と石垣の屋敷囲い、など

の伝統的建造物群を顕著に残しているとして、2000 年（平

12）5 月に、文化庁から「重要伝統的建造物群保存地区」に

指定されている。県内では 1987 年（昭 62）4 月に竹富町が

初に指定され、渡名喜村は 2 番目の指定となる。 

 その前年の 1999 年（平 11）9 月に、文化庁の「重要伝統

的建造物群保存地区」の指定に向けて、村独自の「渡名喜村

歴史的景観保存条例」が公表されている。この条例の中にフ

クギを含む木竹の伐採に関する規定が具体的に述べられて

いる。 

 この「渡名喜村歴史的景観保存条例」の第 6 条には、「木

竹の伐採」（主にフクギ屋敷林）の行為を行うときは、あら

かじめ村の教育委員会の許可を受けなければならない規定

になっている。しかしながら、第 6 条の第 2 項で、下記のよ

うに、フクギ屋敷林の伐採について、許可を受けることを必

要としない要件が規定されている。 

◎枯損した木竹若しくは危険な木竹の伐採、又は森林病害

虫等防除のための木竹の伐採。 

◎自家の生活の用に充てるため、又は木竹の保育のため通

常行われる木竹の伐採。 

 この条例から明らかなことは、この許可を受ける必要のな

い伐採要件については、すべて屋敷林の所有者の判断に任さ

れている点である。つまり所有者の理由づけによっては、フ

クギ屋敷林の全体景観を著しく変える先端の伐採や、家屋の

増築などに伴うフクギ屋敷林の全面伐採が可能になる規定

要件になっているのである。しかしながら、これらの条例の

存在にもかかわらず、フクギ屋敷林の先端の伐採や、大木の

切り倒しなどの問題が、近年、届け出がなく数多く発生して

いる。そのため渡名喜村では、村の教育委員会の広報を通し

て、許可を受けるように指導しているが、「渡名喜村歴史的

景観保存条例」の第 6 条には、フクギの全面伐採や先端の全

面伐採などに関する規定は、具体的に盛り込まれていないた

め、条例の規制が及ばず、曖昧な法規定になっているのが実

状である。 

 
 ４．「渡名喜準景観計画」・「準景観地区ガイドライン」と

フクギ屋敷林の保全 

 政府の「景観法」（平成 16 年）を受け、渡名喜村は 2010

年（平 21）3 月、地域の景観行政の担い手となる「景観行政

団体」に移行し、2013 年（平 25）3 月には、「海の郷・渡名

喜島・ふれあい交流の景観むらづくり」の理念の下、「渡名

喜準景観地区計画」を策定している。 

本村はすでに文化庁の「重要伝統的建造物群保存地区」

（2000 年 5 月＝平 12）の指定を受けて、村独自の「渡名喜

村歴史的景観保存条例」（1999 年 9 月）を制定し、さらに「自

然公園法」（昭 32 年制定・平 26 年改正）に基づく県の「自

然公園条例」による島のイノーを含む海岸域に関して「自然

景観保全地区」などに指定されていることから、これらの条

例を補足する意味で、法令に基づいて「準景観地区計画」策

定の地域指定になっている。 

本村の「準景観地区」は、島のイノーを含む海岸域を除い

て、①伝統的集落景観保存地区（重要伝建地区）、②島の玄

関景観形成地区（漁港区域）、③農地景観形成地区（農用地

区域）の 3 つに区分され、本論文で問題にしているフクギ屋

敷林は、「伝統的集落景観保存地区」の中で取り扱われてい

る。 

 「渡名喜村景観むらづくり条例及び施行規則」によれば、

「伝統的集落景観保存地区」において、「木竹の植栽又は伐

採」を行う際は、「渡名喜村歴史的景観保存条例」の第 6 条

（許可の基準）に則って行うことになっている。その具体的

な手続きや問題点については、すでに前項で述べたところで

ある。 

写真２０．村落内のフクギ景観（渡名喜島） 

写真２１．番所跡のフクギ巨木（渡名喜島） 

注：最大樹齢は 216 年である。 
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 その他の地区においては、「伐採は 小限にする」・「郷土

種で樹高が 3m かつ樹齢が 25 年を超えるものは保存し、や

むを得ない場合は移植または同等樹木の植栽を行う」となっ

ている。 

 

結 論 
 
 沖縄県内でフクギ屋敷林の保全に関して、具体的に言及し

た条例は、「渡名喜村歴史的景観保存条例」（1999 年 9 月＝

平 11）が 初であろう。その後、政府の「景観法」（2004 年

＝平 16）の制定を受けて、県内の各自治体でも「景観計画」

が策定され、その具体的な施策の展開として「景観計画ガイ

ドライン」・「景観条例」などの基本方針が示されるようにな

った。 

 これらの「景観計画」・「景観条例」を俯瞰して、フクギ屋

敷林の保全の面から、その問題点を指摘すれば、大きく 2 つ

ある、と思う。 

 1 つは、村落景観を構成する樹木を 1 つの群落（纏まり）

としてではなく、単木で規定する仕組みになっている点であ

る。 

 「沖縄県景観形成ガイドラン」には、「景観重要樹木の指

定」に関して、「地域のシンボル樹」・「景観形成に役立って

いる木」・「地域住民から親しまれている木」などを「景観重

要樹木」として指定することが望ましいとされている。「御

嶽林や屋敷林の保全に活用することも考えられるが、景観重

要樹木は原則として単体の樹木に適応されるものであるた

め、樹木を特定する必要がある」と説明する。そしてこの「景

観重要樹木」は、住民が可視可能な場所にあり、「幹回りが

1m を越えるような大木である」こと、としている。この解

釈は、「原則として」と適応範囲を拡大できる可能性を含ま

せるが、以後、県内自治体の「景観計画」策定では、この「単

体の樹木」の考え方が、ほぼ踏襲されていくのである。 

 しかしながら、フクギ屋敷林は幼木から巨木まで、様々な

樹木で構成されているのであって、それらを 1 つの纏まりと

して保全することに意味があり、ただある巨木だけに特化す

る考えは、まさに「木を見て森を見ない」、本来の景観の保

全から乖離した実行性のない議論と言われても仕方がない

であろう。 

 2 つは、これらの条例が、フクギ屋敷林の伐採行為を規制

できる法体系になっていないことである。 

法整備で保全の基本方針は示されてはいるものの、それで

もフクギ屋敷林の伐採が止まらない。なぜなのか。はっきり

言って、これらの条例が伐採の現場で生きてこないからであ

る。その背景には個人の私有財産という意識が強く、先人た

ちから引き継いだムラの共有の財産という認識が低いこと

にある。 

この条例には個人が何らかの理由で伐採行為を行う際に、

それをチェック・指導し、場合によっては、勧告するシステ

ムが見られない。ドイツなどの「樹木条例」では、ある一定

以上の太さの樹木を伐採しようとするとき、その樹木の所有

者が勝手に切ることはできない仕組みになっている。規定に

かかる樹木を伐採するときは、行政に届け出て、樹木の専門

家や行政や樹木所有者などが現場で立ち会い、その木を切る

かどうか、また切るとしてもどのように切るか、そのノウハ

ウを含めて判断するシステムになっている。一度、その判断

が下されれば、たとえ樹木の所有者の意図に反していても、

従わざるをえないのである。そこにはたとえ個人の私権を犠

牲にしてでも、地域全体の望ましい景観を保全することを

優先する社会的合意形成（共有財産という認識）が出来上が

っているからである。 

日本の「景観条例」には、特に沖縄のような個人所有のフ

クギ屋敷林まで踏み込んで、その景観保全のための地域の合

意形成、伐採のノウハウを伝授するステイクホルダーのシス

テムは、残念ながら、今のところ見出すことができない。そ

の理念は立派だが、それが現実に機能するように完結してい

ないのである。 

 沖縄のフクギ屋敷林は、琉球王朝時代に、厳しい法的規制

の下で、先人達が作り出した歴史景観の１つである。当時は

「屋敷抱護」と呼ばれ、その他の「浜抱護」（潮垣）・「村抱

護」と連携して、村落や農地などの生活基盤を冬の北風や台

風などから守る大事な役目を担っていた。今ではその一部は

保安林に引き継がれているのもある。 

しかしながら、現状ではその歴史や現存の意義も問われな

いまま、消滅しているところもある。その存在意味を問い、

再生していくためには、現行の「景観条例」を現場レベルで

通用する内容、たとえば、伐採や罰則などに関する厳しい法

的規制に改める以外にない、と考えている。 
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